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障害児関連施設管理者　様

横浜市こども青少年局

障害児福祉保健課長
アレルギー児への対応について（通知）

日頃より、横浜市の障害児福祉行政にご協力いただき、ありがとうございます。 

このたび市内の児童福祉施設におきまして、アレルギー児対応に関する事故が発生いたしました。既に日頃より、アレルギー対応にはご配慮いただいているところだとは思いますが、アレルギー誤食は子どもの命にかかわる事案です。対応について以下の通り職員間で共有し、改めて対応を徹底していただくようお願いいたします。
１　発生後の迅速な対応について
　　施設・事業所で策定しているマニュアルに応じ、応急対応後すぐに責任者等に連絡し、通院等の必要な措置をとること。また、保護者との連携を取るとともに、本市への報告を行うこと。
２　アレルギー情報の確実な共有について
　　職員はもとより、アルバイト、ボランティア、実習生、保護者等、食物を提供する可能性がある全ての人に適切にアレルギーに関する情報を提供し、共有すること。
３　日常の防止策について
　　ヒヤリハットや、発生時対応の共有を日ごろから行うとともに、アレルギー予防に関する研修を実施すること等により、事故発生防止に対する従業員の意識を高めること。
なお、厚生労働省が保育所向けにアレルギー対応ガイドラインを発行しておりますので、ご活用ください。
※厚生労働省　保育所におけるアレルギー対応ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/index.html
担当：横浜市こども青少年局障害児福祉保健課
【入所施設】畠山、平川（TEL：671-4276）
【地域療育センター】土屋、安田（TEL：671-4279）
【放課後等デイサービス・児童発達支援】柄、酒井、水内（TEL：671-4278）

